
議案第41号

つくば市茎崎こもれび六斗の森条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市茎崎こもれび六斗の森条例の一部を改正する条例

つくば市茎崎こもれび六斗の森条例（平成14年つくば市条例第66号）の一部を次

のように改正する。

別表第２の２キャビンの表１棟１泊につきの項中「15,300円」を「15,730円」に，

「25,500円」を「26,220円」に改める。

別表第２の４第９条第１項各号に掲げる行為をする場合の表物品の販売，募金そ

の他これらに類する行為の項中「870円」を「890円」に改め，業として行う写真の

撮影の項中「写真機１台１日につき」を「１日につき」に，「510円」を「5,400円」

に改め，同表業として行う映画の撮影の項中「8,000円」を「10,800円」に改める。

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。


